労働契約書

　　　　　　　　　を甲、　　　　　　　を乙として、甲乙間において次の通りアルバイト労働契約を締結する。

　

第１条　　乙の職種は、　　　　　　　　　　　とする。

第２条　　乙の賃金は、日給金　　　　　　　　円とする。

第３条　　雇用期間は、平成　　年　　月　　日から平成　　年　　月　　日までとする。

第４条　　服務規律、解雇等については、甲の定めるアルバイト就業規則によるものとする。

　

　　　平成　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　







